
重要事項説明書 

東通村介護老人保健施設「のはなしょうぶ」 

訪問（介護予防訪問）リハビリテーションについて      

 

１ 概 要 

(1) 提供できる居宅サービスの種類と地域 

事業所名（病院名等） 東通村介護老人保健施設「のはなしょうぶ」 

所在地 東通村大字砂子又字里１７番地２号 

電話番号 ０１７５－２８－５４００ 

ＦＡＸ番号 ０１７５－２８－５４０１ 

事業所番号 

・その他のサービス 

訪問（介護予防訪問）リハビリテーション 

（指定事業所番号０２５２６８０００４） 

サービスを提供できる地域※ 東通村 

    ※上記地域以外にお住まいの方でもご希望の方はご相談ください。 

 

(2) 施設の職員体制及び定員 

   別紙 2 介護老人保健施設「のはなしょうぶ」運営概要のとおりです。 

 

(3) サービスの提供時間帯 

平日 午前８時１５分～午後５時 

土曜日 午前８時１５分～午後５時 

休業日 日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日 

 

２ 当事業所の訪問リハビリテーションの特徴等 

運営の方針 

利用者の要支援、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止、特に介護予防訪問にあっては要介護状態と

なることの予防を目的に、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に訪問リハビリテーションを行

います。 

また、自らその提供する訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にサービスの改善を図ります。 

 

３ サービスの内容 

① 訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）計画の立案 

② ご自宅に訪問し機能訓練を行います。 

 

４ 利用負担額等について 

  介護保険証の確認 

ご利用のお申し込みに当たり、ご利用希望者の介護保険者証を確認させて頂きます。施設利用料・そ

の他の料金及び支払方法については重要事項説明書（別紙１）のとおりです。 

 

 

 



５ サービスの利用方法 

(1) サービスの利用開始 

まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所の職員がお伺いいたします。 

※ 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談

ください。 

(2) サービスの終了 

ア 利用者のご都合でサービスを終了する場合サービスの終了を希望する日の１週間前までにお申

し出ください。 

イ 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございますが、

その場合は、終了１０日前に文書で通知します。 

ウ 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

① 利用者が介護保険施設に入所した場合 

② 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定され

た場合（介護保険給付費でのサービスは受けられませんので、ご相談ください。） 

③ 利用者が亡くなられた場合 

④ その他 

    利用者やご家族などが当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本約款を継続し難いほ

どの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただ

く場合がございます。 

 

６ サービス内容に関する苦情 

(1) 当事業所の利用者相談・苦情窓口 

担 当 者  支援相談員 大槻 理香 

電  話  ０１７５－２８－５４００ ＦＡＸ ０１７５－２８－５４０１ 

受 付 日  月曜日～金曜日 

（ただし、日曜、祭日、１２月２９日～１月３日を除く） 

受付時間 午前８時１５分～午後５時 

(2) 苦情処理フロー 

   

   

   

 

 

 

 

(3) その他 

当事業所以外に、お住まいの市町村及び青森県国民健康保険団体連合の相談・苦情窓口等に苦情を伝

えることができます。 

ア 東通村健康福祉課                ０１７５－２８－５８００ 

イ 青森県国民健康保険団体連合会（苦情処理委員会） ０１７－７２３－１３３６ 

 

利用者 

苦情担当 

事業所職員 

事業所での苦情処理検討を行う 

（職員、苦情処理委員会での検討） 

利用者 
事業所内に苦情内容及びその解決方法を掲示 



７ 緊急時、事故発生時の対応方法 

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、ご

家族、介護支援専門員等へ連絡をいたします。 

 

サービスの提供中に事故が発生した場合は、利用者に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置を

講じ、速やかにお客様がお住まいの市町村、ご家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行います。 

  また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再

発を防ぐための対策を講じます。 

  なお、当事業所の介護サービスにより、利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速やか

に損害賠償いたします。（当事業所は病院賠償責任保険に加入しております。） 

 

８ 秘密の保持について 

施設職員は、業務上知り得た利用者又は連帯保証人若しくはその家族等に関する秘密を、いかなる場

合も第三者に漏らしません。但し、情報提供に関して施設は利用者及び連帯保証人から、予め別紙個人

情報利用同意書の提出を得た上で行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



重要事項説説明書〈別紙１〉  

利用料金 

 

(1) 利用料（保険給付の自己負担額） 

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として介護保険サービス費（加算を含む）の１

割負担ですが、収入に応じて２割または３割負担となることがあります。ただし、介護保険の給付の範

囲を超えたサービス利用は全額負担となります。 

 

★ 訪問リハビリテーション  （要介護１，２，３，４，５）                       

 
２０分以上 

３０分以内 

４０分以上 

５０分以内 

６０分以上 

１回あたりの基本料金 ３０８円 ６１６円 ９２４円 

サービス提供体制強化加算   ６円  １２円 １８円 

 

短期集中個別リハビリテーション実施加算 

※ 医療機関や介護保険施設から退院（所）した日又は認定日から３月以内 

１週間に２日以上、１回２０分以上。 

２００円/日 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 

※ 医師の判断を受けリハビリテーションにより生活改善が見込まれる場

合、退院日又は訪問開始日から３月以内の期間にリハビリテーションを

集中的に実施した場合。 

              

２４０円/回  

リハビリテーションマネジメント加算（イ） 

リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 

医師が利用者等に説明した場合、上記に加える 

１８０円/月 

２１３円/月 

２７０円/回 

移行支援加算 

訪問リハビリテーション終了者が指定介護事業所へ移行するにあたり、当

該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提出した場合。 

１７円/日 

事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係わる診療を行なわなか

った場合 
－５０円/回 

特別地域訪問リハビリテーション加算 

離島・山間・へき地などの地域に所在する事業所またはその一部として

使用されている事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問リハ

ビリテーションを行った場合。 

所定単位数の 

15％を加算 

退院時共同指導加算 

医療機関からの退院後にリハビリテーションを行う際、退院前カンファ

レンスに参加し共同指導を行ったことを評価した場合。 

６００円/回 

口腔連携強化加算 

口腔状態の評価を実施し、利用者の同意を得て歯科または介護支援専門

員へ情報提供した場合。 

５０円/回 

 

★ 介護予防訪問リハビリテーション  （要支援１，２）                       

 
２０分以上 

３０分以内 

４０分以上 

５０分以内 

６０分以上 

１回あたりの基本料金 ２９８円 ５９６円 ８９４円 

サービス提供体制強化加算 ６円  １２円 １８円 

 

短期集中個別リハビリテーション実施加算 

※ 医療機関や介護保険施設から退院（所）した日又は認定日から３月以内。

そのうち１ケ月以内は週に２回以上、１日４０分以上。１ケ月超３ケ月

以内は週に２回以上、１日２０分以上実施。 

２００円/日 



事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係わる診療を行なわなか

った場合 
－５０円/回 

長期利用による減算 

利用の開始した日の属する月から起算して１２月を超えて介護予防訪問リ

ハビリテーションを行う場合。 

－３０円/回 

特別地域訪問リハビリテーション加算 

離島・山間・へき地などの地域に所在する事業所またはその一部として

使用されている事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問リハ

ビリテーションを行った場合。 

所定単位数の 

15％を加算 

退院時共同指導加算 

医療機関からの退院後にリハビリテーションを行う際、退院前カンファ

レンスに参加し共同指導を行ったことを評価した場合。 

６００円/回 

口腔連携強化加算 

口腔状態の評価を実施し、利用者の同意を得て歯科または介護支援専門

員へ情報提供した場合。 

５０円/回 

  

(2) 交通費 

上記１の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域にお住まいの方は、作業療法士等が訪問するための交通費として下記の実費をご負担

していただくことになります。   

 ・東通村境界から片道 5 Km まで、往復２００円 

・それ以上では片道 5 Km ごとに往復２００円増しとなります。 

 

(3) その他 

ア 利用者の住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用はお客様の

ご負担になります。 

イ 料金の支払方法 

毎月、２０日までに前月分の請求をいたしますので、その月の末日までにお支払いください。お

支払いいただきますと、領収書を発行いたします。 

お支払い方法は、銀行振込、現金集金、口座自動引落しの３通りからお願い致します。 

 ウ キャンセル料について 

   当日のキャンセルについては以下の料金をいただきます。 

・当日８：３０以降のキャンセル キャンセル料    ９４０円／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



重要事項説明書〈別紙２〉 

 

介護老人保健施設「のはなしょうぶ」運営概要 

１． 事業の概要 

事業所名 東通村介護老人保健施設 のはなしょうぶ 

所在地 青森県下北郡東通村大字砂子又字里１７－２ 

提供可能サービス

及び 

介護保険事業者番

号 

① 介護老人保健施設サービス （定員４５名） 

② 通所（介護予防）リハビリテーション （定員２５名） 

③ 短期入所（介護予防短期入所）療養介護 （定員 ５名） 

④ 訪問（介護予防訪問）リハビリテーション 

事業所番号：０２５２６８０００４ 

 サービスの種類 管理者氏名 連絡先 

管理者 

及び 

連絡者 

① 介護老人保健施設サービス 

② 通所リハビリテーション（予防） 

③ 短期入所療養介護（予防） 

④ 訪問リハビリテーション（予防） 

川原田 恒 

青森県下北郡東通村 

大字砂子又字里 17－2 

 

TEL: 0175-28-5400 

サービス提供地域 
通所リハビリテーション（予防） 

訪問リハビリテーション（予防） 
東通村 

 

２． 事業所の職員体制 

 

（１） 入所、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護 

 

職 種 資格 職員数 兼務の別 業務内容 

管理者 医師 １名 医師 施設運営全般の管理 

医師 医師 １名 管理者 医学的な管理 

薬剤師 薬剤師 １名  調剤、薬剤の管理 

看護師 
看護師 

５名以上 
 

看護、介護全般 
准看護師  

介護員 
介護福祉士 

13 名以上 
 食事、入浴、排泄など生活全般の

介護、援助 介護員  

理学療法士 理学療法士 １名以上 
通所リハビリ 

訪問リハビリ 
リハビリテーション 

作業療法士 作業療法士 １名以上 
通所リハビリ 

訪問リハビリ 
リハビリテーション 

介護支援専門員 介護支援専門員 １名以上 支援相談員 ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務 

支援相談員 社会福祉士 １名以上 介護支援専門員 
相談援助（入退所相談）、利用調

整 

事務員  １名以上  事務業務 

 

 

 

 

 



（２） 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

 

職 種 資格 職員数 兼務の別 業務内容 

管理者 医師 １名 医師 施設運営全般の管理 

医師 医師 １名 管理者 医学的な管理 

介護員 介護福祉士 ２名以上  
日常生活全般の介助、 

リハビリ補助 

理学療法士 理学療法士 １名以上 
入所 

訪問リハビリ 
リハビリテーション 

作業療法士 作業療法士 １名以上 
入所 

訪問リハビリ 
リハビリテーション 

 

（３） 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

 

職 種 資格 職員数 兼務の別 業務内容 

管理者 医師 １名 医師 施設運営全般の管理 

理学療法士 理学療法士 １名以上 
入所 

通所リハビリ 
リハビリテーション 

作業療法士 作業療法士 １名以上 
入所 

通所リハビリ 
リハビリテーション 

 

※施設の都合により、職種や職員数などについて変更となる場合がございますが、指定基準を遵守して

おりますので、ご了承お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


